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1都　市　計　画

都市計画区域

大正8年4月、都市計画法が公布され、翌9年1月より施行された同施行令の規定に基づき、大正12年7月当

時の市域3,071haの全域を散布計画区域と決定、その後隣接町村が市域に編入されるに従って都市計画区域も逐

次拡張され昭和33年には、 14,524haが都市計画区域として決定された。

さらに、昭和44年6月新都市計画法が施行されたことにより、 46年5月18日従来の市域だけの都市計画区域か

ら隣接町を包含する1市9町の熊本都市計画区域が指定された.

熊本都市計画区域はその後、平成3年2月1日の飽託4町合併により、現在、熊本市(河内町を除く)、西合志

町、合志町、菊陽町、益城町、嘉島町、富合町の行政区域で構成され、熊本市は熊本都市計画区域の中核をなし

ている。また、熊本市の一部を、植木都市計画区域で指定している。

戦前の都市計画

本市においては、大正12年7月より都市計画法を適用し、計画の体系が次のように定められた。

昭和3年　　都市計画道路の決定　　　放射・環状式30路線　延長64,000m

昭和4年　　用途地域決定　　　2,800.5ha

うち住居地域　　l,730.2ha　　　工業地域　　　　566.2ha

商業地域　　　　395.7ha　　　未指定　　　108.4ha

昭和5年　　風致地区の決定　l,070.59ha

本妙寺山、立田山、水前寺、八景水谷、江津湖、花岡山、万日山の7カ所

さらに昭和6年、魁合による区画整理が施行され、今日の区画整理事業の基をなしている。

街路事業の施行は、産業・交通及び軍事的要求にそった道路から着手されたが、現在のような都市計画法に基

づく道路づくりとはほど遠いものであった。しかし、当時施行された熊本駅・迎町国道交差点を結ぶ産業道路、

さらにそれを延長した子飼橋方面に通ずる道路及び水前寺体育館・健軍市電終点間の都市計画道路は、現在の本

市道路の根幹をなすものである。

戦後の都市計画

戦後、本市は戦災復興計画基本方鮒と基づき恒久的復興計画を策定した。

都市機能の向上、畢生の面、都市美の増進等、近代都市としての形態を整えながら急速な復興が行われること

を企画し、また、これらの観点から戦前決定された都市計画について、根本的に検討を加え、適正を欠くものに

ついてはこれを改めることとした。

この結果、昭和21年用途地域、都市計画道路を新たに計画決定し、同時に戦災地とその隣接地域における土地

区画整理事業として戦災復興土地区画整理事業が決定され、その後防火・準防火地域や下水道、ごみ焼却場、汚

水処理場等の衛生・清掃施設が決定された。経済の向上、・交通網の発達に伴い、市民の持家がさかんになるにつ

れ、郊外-とスプ臼-ル現象があらわれ、これに対処するため都市計画による区画整理が施行されており、さら

に新しい都市計画法により、昭和46年には、無秩序なスプロール化を防止するため、市街化区域、市街化調整区

域の決定がなされた。

その後、市街地形成の状況及び住宅地需給の実態をふまえ昭和56年4`月2日に市街化区域及び市街化調整区域

の第1回日の見直しがおこなわれるとともに、昭和58年4月30日には、流通業務団地予定地(約53ha)が市街化

区域に編入され、さらに平成元年3月31日に第2回目の市街化区域、市街化調整区域の見直し及び、平成3年2

月1日の飽託4町との合併により、現在熊本都市計画区域面掛ま42,479ha、うち市街化区域Il,480ha、市街化調

整区域30,999haで熊本市はこの区域全体の54.4% ( 23,090ha)市街化区域の3.5% ( 9,927ha)市街化調整区域

の42.5% (13,163ha)を占めている。

また市街化区域内の一団の農地については、土地区画整理事業等を額極的に進め住民の意志による良好な市街

地形成を図ることが考えられている.

市街化区域については、用途地域を指定し、市街化調整区域については、農林漁業との健全な調和を図り合理

的な土地利用を図っている。また.'土地の高度利用と都市機能の更新を図るため、昭和61年3月熊本駅前北地区

に高度利用地区の指定や、地区の特性にふさわしいまちづくりとして平成2年度に岩倉地区、兎谷地区に地区計

画を指定している。
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(1)用途地域

ア　熊本都市計画用途地域図(次頁記載)

用途地域の規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平4.4.1現在)

区 分

熊 本 都 市 圏 市 域 讐 /

熊 本 都 市 圏

容 積 率
建 ベ

い 率

後 退

距 離

高 さ の

限 度面 積 構 成 比
全 都 市 圏

面 積 対 比
面 積 構 成 比

全 市 域

面 積 対 比

第 1 種 住 居 ha % % h a % % % % % m m

専 用 地 域
1 ′3 4 1 l l . 7 3 . 2 9 9 5 1 0 . 0 3 .7 7 4 . 2 6 0

8 0
3 0
4 0

1 . 0 1 0

a t 2 a n 5 .8 3 3 5 0 .8 1 3 . 7 5 , 0 5 4 5 0 . 9 1 9 .0 8 6 . 6
1 0 0

2 0 0

4 0

5 0

6 0

住 居 地 域 2 . 1 9 6 1 9 . 1 5 . 2 1 . 9 18 1 9 . 3 7 .2 8 7 . 3 2 0 0 6 0
- -

近 隣 商 業 地 域 34 2 3 . 0 0 . 8 3 3 5 3 . 4 1 .2 3 . 0
2 0 0

3 0 0
8 0 - -

商 業 地 域 36 5 3 . 2 0 . 9 3 6 5 3 . 7 1 .4 1 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

8 0

準 工 業 地 域 96 5 8 . 4 2 . 2 9 4 8 9 . 5 3 .6 9 8 . 2 2 0 0 6 0
- -

工 業 地 域 43 7 3 .8 1 . 0 3 1 2 3 . 2 1 .2 7 1 . 4 2 0 0 6 0 - -

汁 l l . 4 8 0 1 0 0 2 7 . 0 9 , 9 2 7 1 0 0 3 7 .3 - - -

イ　植木都市計画用途地域図(次頁記載)

用途地域の規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平4.4.1現在)

区 分

植 木 都 市 圏 市 域 !)・:・:

植 木 都 市圏

容撰 率
建 ペ

い 率

後 退

距 離

高 さ の

限度面 横 構成 比 全都 市 圏
面積 対 比

面 積 構成 比 全 市 域
画 境 対比

第 1 種 住 居

専 用 地 域

ha % 潔 ha 潔 潔 % % % m m
50 18 .5 0 .8 0 0 0 0 80

100
4 0
5 0

1.0 10

IS 2 S サ 64 2 3 .6 1.0 7 .9 56 .0 0 .0 3 12 .3 2 00 6 0 - -

住 居 地 域 55 2 0 .3 0 .8 6 .2 44 .0 0 .0 2 ll .3 2 00 6 0 - -

近 隣 商 業 地域 9 3 .3 0 .1 0 0 0 0 3 00 8 0 - -

商 業 地 域 9 3 .3 0 .1 0 0 0 0 4 00 8 0 - -

準 工 業 地 域 4 1 15 .1 0 .6 0 0 0 0 2 00 6 0 - -

工 業 地 域 43 15 .9 0 .7 0 0 0 0 2 00 6 0 - -

汁 2 7 1 10 0 4 .1 14 .1 100 0 .0 5 - - -
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(2)高度利用地区

m m
面

(ha)

建築物の延べ両横の敷地面掛 こ対

する割合の最高限度及び最低限度
建築物の建築面積
の敷地面横に対す
る割合の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

最 高 限 .皮 最 低 限 度

高 度 利用 地 区
(熊本駅前北地区)

約0 .5 60/ 10以下 20/ 10以上 8 / lO以下 200 nf以上

(3)風致地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平4.4.1現在)

名 称 面 横 位 置

花 岡 山 . 万 日 山 ..約 77 横 手 1 -2 -3 丁 目、 春 日3 -4 -5 丁 目、 春 日町 、 池 上 町 、 戸 坂 町

八 景 水 .谷 10 八 景 水 谷 1丁 目

立 田 山 3 45 清 水 町 大 字 兎 挙 、 同 万 石 、 龍 田町 上 立 臥 同 陵 内 、 轟 髪 4 -5 -6 -7 -S 丁 目

水 前 寺 10 水 前 寺 公 園

江 津 湖 2 38
出 水 1 -2 -3 丁 目、 江 津 1丁 目、 健 軍 4 -5丁 目、 湖 東 2 丁 目、
神 水 本 町 、 広 木 町 、 水 源 1丁 目、 画 図 町 大 字 下 江 津

本 妙 寺 山 5 5 1 島 崎 3 -4 -5 -6 丁 目、 花 園 3 -4 -6 -7 丁 目、 谷 尾 崎 町

千 金 甲 3 67 谷 尾 崎 町 、 池 上 町 、 松 尾 町 木 字 上 松 尾 、 同 松 尾 、 小 島 下 町

計 1 ,5 98

(4)都市計画駐車場整備地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平4.4.1現在)

位 置 面 積 指 定 年 月 日

市 中 心 街 143 .9 ha 昭和45年4月10 日

(5)防火地域及び準防火地域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平4.4.1現在)

地 域 名 面 積

防 火 地 域 9 5 .70 ha

華 防 火 . 地 域 1 ,2 2 4 .86
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用途地域因(平4.4.1環在)

5335E3国頭EPtnこ
うら市街化区域

市御ヒ調整区域

植木都市計画区域面積
うち用途地域

用途地域撫指定

23,090 ha (市域分)
9, 927ha

13,163 ha

137ha (市城分)
14.1 ha

122.9 ha

＼-＼_)T、＼、

都市計画区域外

lalflffl蘭粟国凹

市街化調整区域

/

/′~.

/メ

市街化調整区域

市街化調整区域

A -x/

横木都市計画区域

-へJ

凡 例

巨≡∃ 第1種住居専用地域

皿皿第2種住居専用地域

∈迅霊⊆ヨ住居地域
臣霞国商業地域
eZZZZZZZa 近隣商業地域

監璽≡≡ヨ準工業地域
臣空軍ヨ..A工業地域
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(6)都市計画違鳥(平4.4.1現在)

ア　道路網,図

区 分 路 線 数 総 延 長

熊 本 市 域 内 5 2 路 線
市 域 肉 約 19 5.5 7 0 m

市 城 外 約 2 8 ,9 7 0 m

熊 本 市 城 外 1 .1 路 線 市 域 外 約 2 5 ,9 9 0 m

都 市 鮭 6 3 路 線 約 2 5 0 .5 3 0 m
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イ　都市計画道路-隻(市域肉)

熊本都市計画区域

(平4.4.1現在)

道 路 番 号

道 路 名 称 主 な る 幅 員

計 画 決 定

延 長 ( 約 )

整 備 改 良 済 延 長

区 分 規 模 番 号

3 .1 1 新 南 部 四 方 寄 線 4 0 m 6 , 6 9 0 1 ,0 0 0

3 1 19 弓 削 原 水 線 4 0 4 9 0 4 9 0

3 9 2 新 市 街 水 前 寺 線 3 6 4 , 42 0 4 ,4 2 0

3 2 3 弓 削 近 見 線 3 6 1 5 , 48 0 1 3 ,6 0 6

3 2 4 近 見 沖 新 線 3 6 8 ′53 0 1 ′1 4 0

3 2 5 貼 本 駅 北 部 線 3 0 9 ,2 3 0 9 ,0 0 3

3 2 6 南 熊 本 駅 新 町 線 3 0 2 ,0 1 0 1 , 6 9 0

3 3 7 熊 本 駅 新 外 線 2 2 8 ,5 8 0 6 ,0 4 0

3 3 8 二 本 木 小 境 線 2 2 6 ,9 7 0 4 , 1 6 6

3 3 9 池 田 町 花 園 線 2 2 1 ,5 2 0 0

3 3 10 子 飼 新 大 江 線 2 2 1 ,8 7 0 1 ,7 4 0

3 3 l l 船 場 神 水 線 2 5 . 4 ,6 テ0 1 , 4 8 0

3 3 12 本 荘 犬 測 線 2 5 5 ,0 5 0 2 ′4 3 0

3 3 13 水 前 寺 秋 津 線 2 2 4 ,9 5 0 4 ,9 5 0

3 3 14 野 口清 水 線 2 5 l l ,7 9 0 1 ,8 4 5

3 3 15 清 水 竜 田 線 2 5 2 ,8 2 0 0

3 3 16 水 前 寺 駅 西 水 前 寺 線 2 2 18 0 . 0

3 3 17 東 町 空 港 線 2 2 2 ,2 10 2 ,2 1 0

3 3 18 南 高 江 富 合 線 2 5 3 ,0 7 0 3 ,0 7 0

3 3 2 2 砂 取 健 軍 線 2 2 2 , 19 0 1 ′9 5 7

3 3 3 8 新 市 街 御 船 イ ン タ 一 線 2 5 6 , 14 0 5 ′1 5 3

3 3 .4 0 新 土 河 原 出 水 線 2 b 5 ,7 4 0 2 ,3 8 5

3 4 2 0 上 熊 本 藤 崎 宮 線 2 0 1 ナ9 3 0 1 ′9 3 0

3 4 .-1 上 熊 本 細 工 町 線 1 9 2 ,9 1 0 2 ,2 2 0

3 4 2 3 新 土 河 原 小 島 線 2 0 3 ,9 1 0 3 ,2 5 0

3 4 2 5 熊 本 駅 城 山 線 1 6 2 ,0 7 0 2 ,0 7 0

3 4 2 6 新 町 戸 坂 線 1 6 1 ,7 2 0 0

3 4 2 7 段 山 島 崎 線 1 6 2 ,2 2 0 7 1 0

3 4 2 8 戸 坂 本 妙 寺 線 1 6 1 ′6 3 0 0

3 4 2 9 上 熊 本 法 成 寺 線 1 6 2 ,2 8 0 2 ,2 8 0

3 4 3 0 手 取 本 町 清 水 線 1 6 3 ,8 3 0 6 0 0

3 4 3 1 麻 生 EEl弓 削 線 1 6 3 ,8 2 0 3 ,8 2 0

3 4 3 2 清 水 町 万 石 麻 生 田 線 1 6 2 ,3 4 0 1 6 0

3 4 3 3 小 破 清 水 稔 木 線 1 6 4 ,4 9 0 0、

3 4 3 4 下 南 部 画 図 線 1 6 8 ,9 3 0 2 ,5 1 0

3 4 3 5 新 外 秋 津 線 1 6 2 ,8 1 0 1 ,2 9 0

3 4 3 6 出 水 町 国 府 東 水 前 寺 線 1 6 2 .2 8 0 2 0 0

3 4 3 7 水 前 寺 画 図 線 1 6 3 ,6 0 0 1 ,9 5 5

3 4 3 9 長 六 橋 川 尻 線 1 7 .5 7 ,6 0 0 7 ,6 0 0

3 4 4 1 二 本 木 蓬 台 寺 線 1 6 1 ,3 5 0 1 ,3 5 0

3 4 4 2 大 窪 山 下 線 1 6 1 0 0 1 0 0

3 4 4 7 平 田 田 迎 線 16 1 ,7 6 0 1 ,7 6 0

3 5 4 3 桜 町 段 山 線 1 5 7 6 0 0

3 5 4 4 南 千 反 畑 大 江 線 1 5 1 ,8 5 0 1 ,8 5 0

3 5 4 5 上 熊 本 弓 削 線 1 2 1 0 ′5 7 0 7 2 0

3 5 4 6 船 場 本 山 線 1 2 9 2 0 2 9 0

3 5 5 4 刈 草 薄 場 線 1 2 8 2 0 0

8 7 1 新 屋 敷 長 溝 線 4 1 ,5 5 0 1 ,2 8 0

8 7 2 南 高 ロ二元 三 線 7 1 ,8 8 0 1 ,8 8 0

4 9 路 線 1 9 4 ,5 3 0 1 0 8 ′6 0 0
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植木都市計画区域

道 路 番 号
道 路 名 称 主な る幅員

計 画 決 定

延長 (約 )
整備改 良済延長

区 分 規 模 番 号

3 4 2 尾 当滴水練 14 m 420 0 m

3 5 . 4 長浦改寄線 14 540 0

3 5 7 仁連塔滴水練 14 80 0

3路線 1,040 0

ウ　道路計画及び道路整備の規模別分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平4.4.1現在)

分 析

規 模 別

道 路 計 画 決 定 延 長 ( m ) 道 路 整 備 改 良 済 延 長 (m )

市 街 化
比 率

市 街 化
比 率 :,i 比 率

市 街 化 進 捗 市 街 化 進 捗
st

進 捗

区 域 調 整 区 域 区 域 -Tn 調 整 区 域 率 *

区 分 規 模

3 1 5 ,8 9 1

%

3 .0 1 ,28 9

%

.0 .7
7 ,180

%

3 .7 1 ,49 0

%

25 .3 0

%

0 1 ,4 9 0

浴

2 0 .8

3 2 30 .M O 15 .4 9 ,5 30 4 .9 3 9 ,6 70 2 0 .3 26 ,52 8 8 8 .0 3 ,33 1 3 5 .0 2 9 ,8 5 9 7 5 .3

3 3 58 ,08 0 2 9 .7 9 ,6 70 4 .9 6 7 ,7 50 3 4 .6 3 4 ,43 5 59 .3 2 ,9 91 3 0 .9 3 7 ,42 6 5 5 .2

3 4 5 2 ,29 0 2 6 .7 9 ,7 10 5 .0 62 ′0 0 0 3 1.7 3 1 ,07 5 59 .4 2 ′73 0 2 8 .1 3 3 ′8 0 5 5 4 .5

3 5 15 ,32 0 7 .8 r o 0 .1 15 ,5 4 0 7 .9 2 ,64 0 17 .2 2 20 1 00 2 ,8 6 0 18 .4

8 7 3 ′43 0 1 .8 0 0 3 ,4 3 0 1,8 3 . 16 0 92 .1
- -

3 ,16 0 9 2 . 1

計 16 5 ′15 1 4.4 3 0 ,4 19 15 .t 195 ,5 7 0 100 3 ,32 8 60 .1 9 ,2 72 3 0 .5 108 ,60 0 5 5 .5

(7)駅前広場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平4.4.1現在)

広 場 名 面 積 摘 要

賠 本 駅 前 広 場 1 4 ,8 00 都 市 計 画 道 路 3 -3 - 7号 熊 本 駅 新 外 線

両 紙 本 JI 3 ,8 5 0 ′′ 3 -2 - 6 南 熊 本 駅 新 町 線

水 前 寺 ′′ 2 ,1 00 〝 3 -3 - 16 水 前 寺 駅 西 水 前 寺 線

上 熊 本 ′′ 3 ,8 00 ′′ 3 -4 -2 1 上 熊 本 細 工 町 線

(8)都市景観

美しく活力ある森の都くまもとの都市景観を創造するために、本市では平成元年10月に都市景観条例を制定

した。

この条例では熊本城や水前寺・江津湖の周辺の地域ではこれらを生かし熊本らしさを際だたせるような、市

内全域ではその地域の特色を生かすような都市景観の形成を目指している・

平成3年4月には大規模建築物等の届出を開始し、平成3年度は303件の届出が行なわれた.

(9)開発指導

ア　都市の秩序ある発展を図るために、都市計画区域においては、開発行為の指導を行っている。

なお、開発許可事務は、平成4年4月1日、県知事から市長に委任された。
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開発許可件数

年度

区分
62 63 元 2 3

市
m
化
区
域

件 数 111 136 134 135 128

面 積
(ntt 260 ,505 324 ,180 425 ,068 421 ′882 337 ,070

市区
荷域
化
潤
te

件 数 29 36 32 46 64

面 積
(nf) 75 ,299 43 ′270 3 2 ,8 31 178 ,319 443 ,847

計

件 数 140 172 166 181 192

面 横
(nf) 335 ,804 367 ,450 45 7,8 99 600 ,201 780 ,917

イ　市民の安全な生活環境の整備を図るために、宅地造成等規制区域においては、宅地造成の指導を行ってい

る.なお、宅地造成に関する工事の許可事務は、平成4年4月1日、県知事から市長に委任された.

宅地造成等規制法による許可件数

年度

区分
62 63 元 2 3

許可件数 28 44 44 36 30

2　建　築　指　導

(1)建築確認申請状況

年 度
種 別 6 2 6 3 元 2 3

申

請

- 般 確 認 申 請 5 ,7 08 件 5 ,3 39 件 4 ,」 件 4 ,6 3 2 件 4 ,4 4 7 件

道 路 指 定 申 請 7 1 62 5 1 5 7 6 0

許 可 申 革 3-1 48 5 0 4 1 4 9

覗 住宅公庫 中間検査 1 ,9 03 1 .8 6 9 1,7 0 7 1 ,3 6 0 1 ,4 6 4

場 ′′ 改良検査 2 10 188 15 4 13 0 9 8

検 - 般建築 竣工検査 9 6 1 1 ,123 1′10 6 1 ,1 10 9 6 2

査 昇 降 機 竣 工 検 査 127 162 157 17 6 16 6

特 申 計 画 通 知 109 136 13 4 13 9 13 0

殊 諸 工 作 物 申 請 198 2 28 198 2 0 6 2 0 0

(2)建築指導パトロール等

ア　定期パトロール

違反建築の早期発見、防止を主目的に、毎週定期的に実施している。

イ　建築物防災査察

建築物防災週間(上期9月初旬・下期3月中旬)及び6月・12月・ 2月に特殊建築物の防災査察を実施し

ており、 2年度においては、店舗、病院、ホテル等延べ86件を査察し、 66件を指導している.その他ビル等

からの落下物防止の指導等も行っている。

ウ　ー斉公開パトロール

違反建築防止週間(10月中旬)の1日間を公開による一斉パトロールの日と定めて、市内全域にわたって
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違反建築物の摘発、指導をしている。

2年度においては、共同住宅及び分譲住宅に重点をおき、 59件を調査し、 3件の違反を指導している。

(3)違反建築物取扱件数
(平成3年度)

逮 . 反 事 項 違 反 該 当 法 令 違 反 建 築 物 件 数 是 正 指 導 中 の もの 完 結 した も の

確 認 中 諸 手 続 法 第 6条 2 1 (T 2 件 19 件

構 造 耐 力 上 必 要 な 規 制 〝第 2 0粂

耐 火 又 は 簡 耐 と し なけ れ ば な ら な い 建 築 物 ′′第 27条 1 0 1

居 室 の 採 光 換 気 に つ い て の 規 制 〝第 28条

避 難 施 設 等 ′′第 3 5条 2 0 2

敷 地 と道 路 との 関 係 ′′第 4 3条

道 路 内 の建 築 制 限 ′′第 4 4粂 6 3 3

用 途 地 域 内 の建 築 制 限 ′′第 48粂 7 4 3

建 ぺ い 率 〝第 5 3条 5 1 4

建 築 物 の各 部 分 の 高 さの 制 限 ′′第 5 6粂

防 火 地 域 内 の 建 果物 の 規 制 ′′第 6 1条

準 防 火 地 域 内 の 建 築 物 の 規 制 ′′第 6 2粂

内 装 制 限
令 第 12 8条 の 4

′′缶 l?.fl各
第 1種 住居 専用地 域 内にお け る外 壁 の後 退距離 法 第 5 4条 3 0 3

汁 45 10 35

(4)優秀建築物表彰

熊本市では、昭和55年度より市民による美しく住みよい街づくりの推進と建築水準の向上を図る一環として、

企画、設計、施工が優れており、都市環境の整備に貢献していると認められる建築物について建築主や設計者、

施工者を表彰するとともに銘板を贈ることとしている。 (3年毎に実施)

実績　55年度　表彰建築物　6件　　　61年度　表彰建築物　4件

58年度　表彰建築物　4件　　　元年度　表彰建築物　5件

(5)ぱちんこ店の建築に関する指導要綱

この要綱は、快適で良好な都市環境の形成及び少年の健全な教育環境の保全を目的とし学校、児童福祉施設

の敷地の周囲200メートルの区域内において「ぱちんこ店」を建築しようとするときの建築主等に対し事前の

届出並びに近隣住民-の事前説明等の義務について定めており昭和63年4月20日より施行している.

(6)中高層建築物の建築に関する指導要綱

近年中高層建築物の建築が多くなりそれに伴い建築紛争も多発してきた。そこで、建築主と近隣住民とがお

互いの立場を理解し、それらの防止に努めるため、昭和63年10月15日から指導を行っている.

(7)建　築　協　定

本市では住宅地としての環境を高度に維持増進するため、建築基準法に基づく建築協定の推進に努めている。

現在、本市における協定の延べ件数は21件となっている。
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(8)建築行政協力員制度

この制度は、本市内における違反建築の防止を目的として県建築士会等関係団体の協力のもと施行したもの

である。

しかし、最近の建築行政に対する期待はますます複雑多岐にわたっていることから平成2年4月1日付けで、

この制度を改正して違反建築の防止はもとより建築物の防災等に開する啓発活動についても協力をお願いし、

併せて協力員の任期を2年に延長するとともに協力員数も30人に増員し体制の充実を図った.

3　公　園　緑　地

清れつな地下水や豊かな線など本市の恵まれた自然環境は、都市に潤いを与えるとともに、市民生活の良好な

環境の形成に大きな役割を果たしている.この豊かな自然を、後世に偉大な資産として継承することは、私たち

の"つとめ''であり、本市の将来像のひとつである「水と線の人間環境都市」建設の主軸ともなっている。

このため、本市では、熊本城、立田山などの拠点縁地や、水前寺江津湖、白川、坪井川などの親水空間を、都

市づくりの中核として良好な都市景観の維持・形成に配慮しつつ、季節感豊かで潤いに満ちた生活空間とするた

めに公園としての整備を進め、また、都心部などの市街地ではまちの活性化の拠点として、周辺市街地では日常

的な余暇活動の拠点として公園の整備を推進している。

公園事業は、大正13年皇太子御成婚記念事業として、水前寺運動公園を建設したことに始まり、同14年、出水

村合併と同時に出水神社庭園を市が借り受けて水前寺公園(現在、出水神社所有)とした。更に、同年二十三聯

隊跡を国より借り受けて花畑公園とし、花岡山の登山道路の整備も行った。昭和31年からは、鍛冶屋町公園外3

カ所を都市計画公園として決定し都市計画事業による公園整備に着手し、その後も、熊本城公園、水前寺江津湖

公園などを追加決定し計画的な整備を図ってきた。

平成3年度末での本市の都市公園等の整備状況は、 533カ所432.74haで、これは市民-人当たり6.88irfの整備

水準となっている。このほか、民有地等を借地した100カ所9.30haの「まちの広場」を供用している。

本市では、今後さらに安全で快適な都市基盤の整備を図るため、

ア　地域に密着した児童公園、.近隣公園などの住区基幹公園の整備を積極的にすすめる。

イ　中心市街地にオープンスペースを確保するため、河川敷公園、 ・緑地の整備を促進する。

ウ　レクリェ-ショソ需要の高まりに対処して、広域公園の整備をすすめる。

これを基本方針として、平成12年度末までに市民一人当たりの都市公園等の面積をIlni以上とすることを目標

とし、公園縁地の確保を図っている.

また、多様化、高度化する市民の意識を反映し、より充実した質の高い公園の整備が求められており.L公園の

建設にあたっては、周辺の公共施設や景観とも連携をとり、社会の変化に的確に対応した「ふっと利用してみた

くなる」魅力と活力のある公園づくりに努めている.

特に、昭和30年代前半に開設した公園については、周辺環境や利用者のニーズの大幅な変化に対処するため公

園リフレッシュ事業により再整備を図り、また、そのほかの開設公園については、近年の健康志向の高まり、余

暇時間の増大に伴い、公園ライトナヅプ事業により公園の高度利用空間の創出、保全を図っている。

公園管理にあたっては、安全巡回、除草など日常的な維持管理の充実を図るとともに、住民参加の公園愛護会
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の活性化を図り効率的な管理を行うなど、公園がいつでも安全に、快適に利用されるよう努めている。

都市公園等の整備状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平4.3.31現在)

種 別

都 市 計 画 決 定 ② 都市計 画決定 し

ていな いが供用
してい る もの

供 用 し て い る も の

ォX >+ ②)計 画 決 定 ①供 用

箇所 数 面 積 箇所数 面 横 供用率 箇所数 面 積 箇所数 面
一人 当
面

児 童 公 園
カ所 ha カ所 n1 . % カ所 nt カ所 ni rrf

162 37 .07 157 358 ,046 97 300 206,704 457 564 ,750 0 .90

近 隣 公 園 22 38 .20 14 202 ,330 53 1 21,303 15 223 ,633 0 .36

地 区 公 園 5 23 .40 4 194 ,689 83 - - 4 194,689 0.31

総 合 公 園 1 56.30 1 533 .914 95 - - 1 533′914 0.85

運 動 公 園 3 87.00 2 707 ,300 81 1 30,054 3 737,354 1.17

特
秩
公
園

風 致

公 園
3 15.50 3 171,859 111 2 ll,976 5 183 ,835 0.29

歴 史公
園 な ど 6 9 .00 0 74,463 83 3 79 ,054 9 153 ,517 0.24

広 域 公 園 1 126 .50 1 949,891 75 - - 1 949 ,891 1 .51

緑 地 15 216 .70 14 467 .755 22 21 140 ′073 35 607 ,828 0 .97

墓 園 3 24 .40 3 177,979 73 - - 3 177 ,979 0 .28

都 市 "A

合 計
221 634 .07 205 3 ′838 ,226 61 328 489,164 533 4 ,327 ′390 6 .88

まちの広場 - - I I - 100 93,031 100 93 ,031 0 .15

合 計 221 634 .07 205 3′838 ,226 61 428 582,195 633 4 ,420′421 7 .02

(注) ・供用面積には、都市計画決定区域をこえて供用されている面積を含めている。運動公園の中には熊本県

民総合運動公園(583,000ni)を含めており、広域公園には、水前寺成趣園(61,141nf)と体育館敷地

(36,073r弟を含めている

・人口は、平成4年4月1日の推計人口629,285人を採用している

市民-人当たり都市公園等面積の推移

年度

区分

種別

bi. 63 元 2 3

&

面

積

人
当
面
横

R

面

積

人
当
面
横

K

面

積

人
当

面
横

8

面

m

人
当
面
額

数

面

積

人
当 .

面
積

利用中の

3 56

ha. irf

36 8
ha tA

3 86
ha. rri

42 9
ha nt

4 57
ha′ nt

児童公園 43 .83 0 .78 44 .84 0 .7 9 46 .54 0 .8 1 53 .06 0 .8 5 5 6 .48 0 .8 0

利用中の

全 公 園 4 15 3 23 .00 5 .7 3 4 30 3 65 .76 6 .4 3 4 50 3 70 .99 6 .47 5 02 4 26 . 13 6 .8 2 5 33 43 2 .74 6 .8 8
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4　都　市　開　発

(1 )土地区画整理事業

本市の土地区画整理事業は、戦前では昭和6年に組合施行による国府第一土地区画整理事業、翌7年に水前

寺土地区画整理事業、大江東部土地区画整理事業を施行し、これに併行して耕地整理が各所で行われたが戦後

は国の方針に基づく戦災復興土地区画整理事業の着工を見た。

また市の東部地区においては、市施行による東部第-土地区画整理事業があり、そのほか市内各所において、

住宅地開発を目的とする事業が、風合等の施行により逐次行われており、戦前戦後を通じ本市では42地区

(l,499.2ha)において、計画的な市街地が造成されている。さらに、今後の施行予定地区として、画図地区外

7地区(148ha)がある。

施行状況

也 施 汰 施 認 減 公 施 紘

区 分
行 可

歩
共 行 *

√丁 面 午
月

用
地

午 -ォ

名 老 m 横 日 率 蝣? 皮 費

m st * - 組 合
条 項 ha 昭 タ̀ % 昭 平 千 円

3 - 2 1 17 .0 55 . 8 . ll 29 .0 28 .2 5 5′～ 4 10 ,37 6 ,00 0

ik 〟 ′′ 6 .9 0 . 9 .2 0 35 .6 25 .3 t ・ 75 8 ,00 0

清 水 亀 井 JJ ′′ .'/ 2 .7 平 2 .10 . 12 25 .3 24 .3 千
2 ～ 5

23 7 ,0 00

城 山 大 塘 ′′ ′′ 2 .7 2 .10 . 12 3 1 .5 22 .0 T
2 ′、 5

27 4 ′0 00

八 分 字 ′′ ′′ 0 .7 2 . 3 . 12 3 4 .7 22 .1 千
元 ′～ 4

4 9 ,2 00

八 幡 共 同 3 ～ 1 3 ._ 3 . 3 . 18 2 2 .8 3 1 .1 千
2 ′、 4 30 1 ,0 00

田 迎 東 m & 3 ′、 2 4 .0 2 9 . 1 27 .1 T
4 ～ 8 33 7 ,0 00

大 石 崎 ′′ ′′ 1 .0 4 9 .9 29 .3 千
4 ～ 6 14 4 ,5 00

御 幸 笛 田 共 同 3 ～ 1 1 .2 4 1 .3 26 .7 千
4 ～ 6 12 0 ,5 00

酉 部 弟 † 市 3 ′、 3 3 8 .2 2 4 Iナ 33 .4 T
4 ～ 只 6 ,83 0 ′0 00

完了地区名〔国府第-、水前寺(抱合)、大江東部、花岡山、戦災復興、健軍第二、秋津第-、国府第二、城

東、東部第-、江津第-、秋津第二、清水、江津湖田地、長溝団地、万石団地、榎団地、託麻団

地、桶団地、富ヶ丘、国府第三、津ノ滞、武蔵ヶ丘、烏ヶ江、戸島南台、出水第二、出水第-、

佐土原、城山上代、 ^王寺、 EE]井島、水前寺〕

(2)今後の施行予定地区

現在(平成3年3月末)、本市の市街化区域内に残存する農地はl,026.Ohaあり、この内土地区画整理事業に

よる開発が適当な地区が35地区812.Ohaあるが、この農地がミニ開発等により年間約50haがつぶされスプロー

ル現象が進行している.

そこで、地元懇談会など開催し地権者の意向を十分把起し、それを親込んで計画的な宅地開発を適正に誘導

し、促進するため市街化区域内未利用地地区整備計画を作成している.

また、線引きの見直しにより、新たに特定保留制度が設けられ、このうち土地区画整理を事業手法とした地

区は12地区185.8haで計画されており、現在4地区7.6haで事業が実施され、他地区においても準備がすすめら

れている。

(3)市街地再開発事業

都市における合理的かつ健全な土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とし、従前の非耐火の建

築物や機能低下した建築物を除却し、共同の施設として再開発ビルを建築し、土地の高度利用を図り、併せて

街騒、公園等の公共施設を始めと.する公共的な空間の整備により良好な市街地環境の整備を都市再開発汰(昭

和44年制定)に基づき推進する事業である。

本市では、市街地開発事業を促進し、土地の高度利用を図る地域として、熊本駅周辺をあげている。
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(熊本駅周辺)

本市では、県都熊本の玄関口に相応しい、まちづくりを促進する必要から、平成2年10月「熊本駅周辺地域

整備構想」を公哀し、周辺地域で早急に整備すべき区域を市荷地開発事業等の実現に向けて推進している.

また、熊本駅前広場の北側に接する春日1丁目13番街区と12番街区の一部については、熊本駅前北地区第-

種市街地再開発事業が施行されており、事業完了後は熊本駅周辺のみならず、熊本市全域にわたる再開発事業

促進のリーディングプロジェクトとなることが期待される.

熊本駅前北地区第1種市街地再開発事業

ア.再開発面積

0.5　ha

イ　権利者構成

土 地 所 有 者 借 地 権 者 借 家 権 者 It

17人 8 人 12 .人 . 37人

ウ　施設及び建築物

①　設計方針

幅員36メ-トルの都市計画道路を前面道路とし、駅前広場に接し、北と西を市道で囲まれることとなる地

区に、駅前としてシンボル性があり、地区コミュニティの中心として、コンベンション機能を充実させた文

化的付加価値め高い都市型めホテル(客室数130窒)を中核とする施設配置を計画している.

構 造 鉄 骨 鉄 筋 Jコ ソ ク 1) ー ト

規 模

地下2障、 地上1 1階 、塔屋

2 B ~ 1階 : 機械室 、駐車場、店 舗、飲食店 、ホテル ロビー
2障～ 5階 : ホ テル宴 会場、結婚 式場
6階～1 1階 : ホテル家 宅

総 事 業 費 約 102億 円

施 行 期 間 昭和 61～平成 4 年度

②　建ぺい率及び容積率

地 区 A面 横 建.築 敷 地 両 横 建 築 両 横 建 築 延 面 積 建 ペ い 率 m m m

5,142 nf 2,419 irf 1,906 ni 15 ,887 rrf 78.82 % 599 .49

(注)容積率対象床面積(駐車場を除いた面横) -14,502nt

優良再開発建築物整備促進事業

民間で任意に行われている旺盛な建築活動を共同事業へと転換、誘導し、市街地における優良な建築物の建

設促進、環境の整備を行い併せて都市の防災性、安全性の向上を図ることを目的とし、優良再開発建築物整備

促進車業制度要綱に基づき推進する事業である。本市においても平成4年度から当該事業に着手している.

辛島公園地下駐車場建設事業

都心部においては、駐車需給バランスのくずれによる交通混雑並びに駐車場不足に伴う商業、業務の低下を

招いている。そこで都心部に地下駐車場を建設して、道路本来の機能回復と商業の活性化を図る.

また、駐輪場を併設して、歩行者交通の安全性と都市美観に寄与する.

mm
所在地　　賄本市桜町辛島町及び花畑町地内

敷地面横　10, 300rri

延面群　　20,000rf

構　　造　　鉄筋コソク.)-ト造地下2階一部4層

工　　期　　平成元年度(3月) ～平成4年度

建設費　　7,500,000千円
収容台数　　自動車625台

二輪車400台

自転車500台
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5　下　　水　　道

下水道は市民が健康で快適な生活を営むための必須の生活環境施設として位置づけられるとともに、近年大

きな社会問題となっている公共用水域の汚染を防止して、自然環境並びに水資源の保全を図るためのきわめて

公共性の高い施設であり、本市においても事業の最重要施策のひとつとして整備促進に努力してしこる。

本市における下水道事業は公共下水道と都市下水路であり、公共下水道については市域面肴26,6211旭のうち

市街化区域をベースとした10,708haに基本計画を策定、計画区域を中部・東部・南部・西部・北部の5処理区

に分割整備することとし、当面の整備目標として8,334haの認可を受け整備推進中である。

平成3年2月の熊本都市圏周辺4町との合併を機に現在、区域の拡大を含めた基本計画の見直しを行ってお

り、平成4年度末に新しい下水道基本計画が確定される予定である.

平成3年度を初年度とする第7次5カ年計画においては、整備面積3,OOOha、整備人口146,000人、布設延長

580kmを予定しており、平成3年度末における普及率57.8%を5カ年計画終了時の平成7年度末77%にアップ

する計画である。

中部・東部・南部・北部の各処理区についてはすでに処理開始しており、西部処理区についても平成7年度

末の処理開始を目指し浄化セソクーの建設を進めているところである。

都市下水路については、公共下水道が当面行われない区域の市街地内の雨水排除を目的として昭和33年の高

橋都市下水路を始め、 11カ所の整備が完了している.

現在、竜田、月出の2都市下水路を整備中である。

H M

申 帯 処 理 区

S S S.東 事 由 理 区

" ■ ホ サ e m 喧

蕪 西 都 処 理 区

'///, 北部棚 連処理区

庁、 埠 理 坊

ョ * : -> *

=熊事 市 域 埠界革

公共下水道の

基本計画区域

こ=i

「-

,l・J
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( 1 )事業計画　　事業認可年月日　　昭和23年12月15日

着工年月　日　　昭和23年4月1日

完工年月　日　　平成13年3月31日

排　除　方　式　　合流式、分流式 (平4.3.31現在)

区 分 基本計画 (A ) 実 施 済 (良) 進 捗率 B / A ㈲

総 事 業

処 理 面 積 ( h a ) 10 ,7 08 5 ,5 2 7 5 1 .6

処 理 人 口 ( 人 ) 70 5 ,7 00 3 59 ,5 8 0 5 1 .0

管 き よ 延 長 ( m ) コ.35 9 ,8 18 1 ,2 44 ,16 4 5 2 .7

汚水 ポンプ場 (カ所 ) 49 n o 4 4 .9

南水 ′′ ( ′′ ) 6 5 8 3 .3

終 末 処 理 場 4 3 7 5 .0

事 業 費 (千円 ) 3 2 3 ,9 93 ,0 0 0 16 6 ,6 4 1 ,50 5 5 1 .4

国 庫 補 助 ( 〟 ) 1 10 ,75 0 ,0 00 5 7 ,5 58 ,03 5 5 2 .0

県 費 補 助 ( ′′ ) 0 0 0

市費 その他 ( 〟 ) 2 2 ,86 3 ,0 0 0 12 ,6 75 ,05 0 5 5 .4

市 債 ( 〟 ) . 19 0 ,38 0 ′0 0 0 9 6 ,4 08 ,42 0 5 0 .6

中 部 処 理 区

処 理 面 横 ( h a ) 1 .2 5 3 1 ,35 0 10 7 .7

処 理 人 口 ( 人 ) 1 07 ,10 0 8 9 ,23 0 8 3 .3

(城 東 花園 城山 管 き よ 延 長 ( m ) 33 0 ′2 77 3 09 ,0 11 9 3 .6

春竹 地区 ) 中継 ポンプ場 (カ所 ) 4 4 10 0

南水 ′′ ( 〟 ) 4 4 10 0

東 部 処 理 区

処 理 面 潰 ( h a ) 4 ,135 2 ,8 0 1 6 7 .7

処 理 人 口 ( 人 ) 28 0 ,7 00 2 00 ,3 0 0 7 1 .4

(東 町 健軍 水 前寺 管 き よ 延 長 ( m ) 87 0 ,0 88 6 24 ,5 6 5 7 1 .8

画 図地区 ) 中継 ポンプ場 (カ所 ) 17 14 8 2 .4

雨水 〝 ( 〟. ) - - -

南 部 処 理 区

処 理 面 積 ( h a ) 1 ,6 73 7 5 0 4 4 .8

処 理 人 口 ( 人 ) 9 9 ,6 00 35 ,0 10 3 5 .2

(春竹 近見 地区 ) 管 き よ 延 長 ( m ) 32 5 ,9 96 164 ,5 5 5 5 0 .5

中継 ポンプ場 (カ所 ) 5 4 8 0 .0

南水 ′′ ( 〟 ) 1 1 10 0

西 部 処 理 区

処 理 面 積 ( h a ) 1 ,3 67 2 0 1 .5

処 理 人 口 ( 人 ) 8 9 ,9 00 1 ,29 0 1 .4

(花 園 城山地 区 ) 管 き よ 延 長 ( 孤 ) 24 6 ,193 8 ,8 9 7 3 .6

中継 ポンプ場 (カ所 ) 5 0 0

雨 水 〝 ( ′′ ) 1 0 0

北 部 流 域 関 連 処 理 区

処 理 面 積 ( ha ) 2 ,2 80 6 06 2 6 .6

処 理 人 口( 人 ) 12 8 ,4 00 33 ,7 5 0 2 6 .3

(堀川 浦 田 清水 地区 ) 管 き よ 延 長 ( 孤 ) 58 7 ,2 64 13 7 ′13 6 2 3 .4

武蔵 ケ丘団地処理 区 ′旧北 中継 ポンプ場 (カ所 ) 19 1 5 .3

部町 を含 む L 南 水 ′′ ( 〟 ) - -

(注)西部処理区の処理については暫定的に中部浄化センターに於て処理

行政区域人口に対する普及率(平4.3.31現在)

行政 区域人 口 処 理 人 口 普 及 率

621 ,800人 359 ,580人 57 .8%

-248-



(2)下水道使用料指宕3割ni6
ni呂㌍左行)

汚 水 の 種 類

嘩 用 料

基 本 料 金
従 量 料 金

第 1 段 第 2 段 第 3 段 第 4 段 第 5 段

一般家庭用及び営業用汚水 8 rt 以下

300円

9 n子以上 21nf以上 51irf以上 201nU M上 501n!以上

1 niに? 普

(公衆浴場用及び水道水以 20汀至以下 50nf日下 200 n子以下 500ir子以下

外の水の使用による一般家 1 I沼につき 1 nicio * l lrfにつき 1 1滋につき

庭用汚水を除く) 40円 50円 60R 70円 80円

公衆浴場用汚水 1 m子につき 5円

水道水以外の水の使用によ

る一般家庭用汚水
1世帯につき 300円

(注)1料金は、 1月につき汚水の種類及び量に応じ、上記料金表に定めるところにより算定した額に100分の103を乗じ
て得た額とする。この場合において1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

2　公衆浴場用汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき熊本
県知事が定める公衆浴場入浴料金の統制額の指定の適用を受けるものから排除された汚水をいう。

徴収方法　水道水　水道局-調定金枝の9%で徴収委託(3年度委託料190,440,147円)

井戸水-・-納付制

車is.酎tilア‥〕蝣蝣"..U'.1:
。!'-.1言I.^l-.辛

末端管きょ事業費×

受益者の負担金額
負担区域総面積×0.8

×賦課区域内の受益者の土地面横

単位負担金額1rd当たり200円

徴　収　方　法　原則として一括納付、ただし、受益者が分割納付を申し出た場合は、 3年間の12回分割

(4 )水洗便所普及状況及び貸付金

種 別

年 度

処 理 可 能 人 口 処 理 戸 数

(世 帯 )

水 洗 便 所 設 置

戸 数

水 洗 便 所 人 口 普 及 率 伽)

6 2 27 1 ,7 00 86 ,4 2 9 8 2 ,4 58 2 53 ,9 6 7

9 2 .8

63 28 8 ,7 00 92 ,7 0 6 8 8 ,1 43 2 69 ,3 6 1

元 30 5 ,5 00 98 ,95 1 9 3 ,8 48 2 84 ,7 2 2

2 32 1 ,100 10 4 ,68 6 9 9 ,0 9 0 2 98 ,30 1

3 3 58 ,5 00 1 15 ,53 1 10 7 ,4 5 3 3 32 ,68 9

貸付金額　くみ取り便所1カ所又は、浄化槽廃止1基

につき317,000円以内

貸付期間　30カ月

返還方法　無利子、 30カ月以内の月賦均等償還

貸付条件　○市内居住者

○返済能力のあるもの

○市税を滞納していないもの

○保証人1人
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貸付金　(昭43. 1貸付開始)

種 別

年 度

貸 付 箇 所 数 & m

4 2 ~ 6 2 3 1 ,6 4 7 3 ,3 5 6 ,9 2 1千 円

6 3 2 , 12 8 2 4 3 ,5 6 4

元 1 ,9 8 1 2 1 0 ′8 0 7

2 2 ,3 5 7 2 8 8 ,9 3 9

3 1 , 9 6 0 3 0 0 ,6 0 0

計 4 0 ,0 7 3 4 ,4 0 0 ,8 3 1



(5)終末処理場
処理場 名 種 別 処 理 面 績 処 理 人 口 敷地面 積 処理 能力水量 処 理 方 式

中部浄化 セ ンター

計 画 ha 人 n t n t/ 日 標 準活性 汚泥法
1,2 53 1 07 一10 0 9 3 ,9 00 14 9 ′3 0 0

m m 1 ,3 50 8 9 .2 3 0 9 3 ,9 00 13 7 ,4 0 0 ′′

東部浄化 セ ンター
計 画 4 ,13 5 28 0 ,7 0 0 20 8 ,0 00 26 6 ,8 0 0 ′′

実 蹟 2 ,8 05 20 0 ,3 0 0 12 0 ,4 00 1 19 ,2 0 0 ′′

南部浄化 セ ンター
計 画 1 ,67 3 9 9 ,6 0 0 12 3 ,0 00 10 1 ,8 0 0 ′′

実 績 75 4 3 5 ,0 1 0 12 3 ,0 00 2 5 ,4 5 0 ′′

西部浄化 セ ンター
It 1 ,36 7 8 9 ,9 0 0 11 5 ,7 00 8 0 ,8 00 ′′

実 績 2 0 1 ,2 9 0 11 5 ,7 00 0 ′′

武 蔵 ケ 丘 団 地

下 水 処 理 場

計 画 6 3 (内市 分37 ) 12 .0 00 C内市分6 ,6 0 0) =,0 00 3 ′0 00 ′′

実 験 6 3 (内市分 37 ) 8 ′4 28 (内市分3 , 19 0) 4 ,00 0 3 ,0 00 ′′

(注)西部処理区の処理については暫定的に中部浄化セソクーにおいて処理

名　　　称　　中部浄化センター

所　在　地　　蓮台寺町920番地

建設年月　　昭39.9-平4.3 (昭43.1.6運転開始)

建　設　費　　総統13,478,745千円

名　　　称　　南部浄化センター

所　在　地　　元三町1230番地

建設年月　　昭56.4-　平4.3 (昭62.3.31運転開始)

建　設　費　　総額13,530,574千円

名　　　称　　西部浄化センター

所　在　地　　沖新町字白川尻

建設年月　　平2.4-4.3 (未供用)

建　設　費　　総額1,767,700千円

(6)都市下水路

東部浄化センター

秋津町秋田536番地

昭45.8-平4.3 (昭47.12.1運転開始)

総額　21,573,186千円

武蔵ヶ丘団地下水処理場

菊池郡菊陽町津久礼3951番地4

昭46-平4. 3 (昭48.4. 5運転開始)

総額　220,191千円

水 路 名 3」 」 排 水 面 横 備 考 r

高 橋 下 水 路 7 T 9 1 59 ha 昭 33 ~ 35 年 度 事 業 完 了

旧 井 芹 川 ′′ 9 18 4 1 昭 35 ~ 37 ′′

春 日 ′′ 1′3 17 6 3 昭 34 - 37 ′′

帯 山 ′′ 1 ,4 74 7 6 昭 3 9 ~ 4 1 ′′

出 求 ′′ 1 ,3 70 4 1 昭 4 2 ~ 46 〝

段 山 〝 4 67 3 8 昭 4 5 ~ 4 8 ′′

新 南 部 ′′ 6 68 4 3 昭 4 6 ~ 4 8 ′′

山 ノ 下 ′′ 1 ,05 8 57 昭 48 ~ 5 6 〝

湖 東 〝 98 3 77 昭 4 7~ 5 6 ′′

秩 . 津 ′′ 3 ,8 6 8 3 13 昭 38 ~ 4 1 昭 50 ~ 5 6 〝

竜 田 ′′ 2 ,06 0 95 昭 55～ 平 4 事 業 実 施 中

月 出 ′′ 2 ,00 0 8 1 昭 55～ 平 4 ′′

上 熊 本 ′′ 6 8 5 110 昭 57～ 平 元 事 業 完 了
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(7)共同排水設備助成金

公共下水道処理区域内で管きょが布設されない私道に共同で排水設備を設置する場合、その設備費用の3分の

2以内を助成するもの。

ア　条　件

○　設置場所が公共ますから15m以上離れていること

o `利用可能戸数が2戸以上あり、設置後全部が水洗化するもの

○　土地所有者が設置に同意していること

○　布設された管きょの維持管理は申請者の負担で行うこと

イ　助成状況(昭和47年度助成開始)

種別

年度
申 請 件 数 助 成 金 額

47~ 6 1
3 6 5 件 9 6 ,2 22 ,0 0 0円

6 2 13 0 3 9 ,5 66 ,5 0 0

6 3 1 11 3 9 ,7 84 ,2 0 0

元 14 4 5 2 ,5 34 ′9 0 0

2 13 9 5 2 ,8 4 1 ,4 0 0

3 18 3 6 3 ′3 9 1′2 0 0

6　市　営　住　宅

熊本市総合計画に基づく総合的な住宅行政が必要となっており、特に環境に視点を置いた施策が求められてい

yM

これまでの市営住宅の直接供給だけによる住宅施策にとどまらず、多様化する住宅ニーズに応じるための住宅

供給、住環境整備方針の策定を行っているところである.

一方、市営住宅建設においては、建香を含めた年間500戸建設を目標に一般公営はもとより補完的施策として

民間賃貸住宅を一括に借り上げて公共住宅として供給する借上住毎制度や、等価交換方式による民間施設と共同

化した市街地住宅供給促進事業を行う。また、 88年度より「くまもとアートポリス構想」として景観に配慮した

文化遺産としての住宅団地づくりに取り魁んでいる。

(1)住宅建設状況

ア　総　括

種 別

年 度
i a m 特 定 日 的 合 計

20~ 62
4 ,750 4 ,537 1,579 10 ,866

(3 ,632) (3 ,452) (1,478) (8 ,562)

63
100 334 18 452
(100) (334) (18) (452)

54 144 16 214

フC (54) C144) (16) (214)

2
20 84 16 120
(20) (84) (16) (120)

3
64 151 6 1 276

(64) (151) (61) (276)

計
4 ,」 5 ,250 1,690 ll,928
(3 ,870) (4 ,165) (1,589) (9,624)

(注)　(  )の数字は管理戸数を示す
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イ　第1種住宅

課 木 造 中 層 耐 火 簡 耐 平 家 簡 耐 二 階 計
申込 者

倍 率

(平均 )建 設 管 理 建 設 管 理 建 設 管 理 建 設 管 理 建 設 管 理

2 0′、6 2 8 73 1 36 2 ,98 4 2 ,98 1 6 1 0 2 ? : 28 3
(4 )

24 3
(4 )

,,75 0
(4 )

3 ,6 3 2
(4 ) 38 ,3 9 1

6 3 100 10 0 10 0 10 0 15 6 1 .56

元 54 5 4 5 4 5 4 14 1 2 .6 1

2 :o 2 0 2 0 2 0 90 4 .73

3 64 6 4 6 4 6 4 10 1 1 .58

汁 8 73 136 3 .2 22 3 ,2 19 6 1 0 2 1 2
28 3
(4 )

24 3
(4 )

4 .98 8
(4 )

3 ′8 7 0
(4 )

(注)　( )内は耐火二階の戸数

り　第2種住宅

ミ環 木 造 中 層 耐 火 簡 耐 平 家 簡 耐 二 階 計
申込 者

倍 率

(平均)建 設 管 理 a & 管 理 建 設 管 理 建 設 管 理 建 設 管 理

20′、62 1′2 62 4 73 2′2 45 2 ,24 5 7 2 0 47 6 3 10 25 8 4 .53 7 3 .45 :≡ 24 ,27 7 -

6 3 3 34 33 4 33 4 3 3 4 6 5 7 1 .97

元 144 14 4 14 4 14 4 4 3 7 3 .03

2 8 4 8 4 8 4 8 4 26 0 3 .13

3 151 15 1 15 1 15 1 23 0 1 .5 2

st 1 ,2 62 4 73 2 ,9 58 2 ,95 8 7 2 0 4 7 6 3 10 25 8 5 .25 0 4 ,16 5 - -

工　特定日的

種別

年 度
木 造 中 層 耐 火 簡 耐 平 家 簡 耐 二 階 計

20 62 4 8 1,3 05 79
46
Cか

1 ,478
田

6 3 18 18

元 16 16

2 16 16

3 61 6 1

at 48 1,4 16 79
46
¢2)

1 ,589
Cか

(注)　改良住宅を含む
( )内は耐火二階の戸数
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(2)団地別管理戸数

7　第1 ・第2種住宅

(平4.4.1現在)

Egl 地 名 所 在 地

ォ

設

第 1 遵 小

計

第 2 凄 小

計

総

汁

ォ *

1t 中 柿 *
の
他

木 中 簡 府 そ
の
他

1 故 2 ii
午

皮
造 1

翠 造 月 翠 野

東 本 町 東 本 町8 - 10 49 ~ 5 2 108 108 2 0 20 1 28
16 ,50 0~ 19 ,06 0 17 .T oo °

IB + . 水 前 寺 公園:8 75 ~ 88 8 27 - 3 1 11 4 37 8 159 15 9 5 .60 0~ 7 .60 0

菅 原 菅 原 町 4ー5 -1 0- 1 32 ~ 3 5 9 0 90 9 0 7 .60 0

本 荘 本 荘 5 丁 目2 27ー1 36 ~ 37 4 8 48 48 8 .80 0~ 8 .9 00

EZI 子 原 島 崎 5 丁 目2 5 53 ~ 54 1 2 12 5 4 54 6 6 27 .50 0 1 9 .4 00 ~ 20 .00 0

荒 尾 島 崎 7 丁 目 148 3-ー152 3 33 9 16 25 20 20 4 5 5 .40 0- 5 .6 00 3 .40 0

石 神 (7 ) 島 崎 3 丁 目8 0 - 1 2 E, 16 16 1 6 7 一10 0

宮 内 段 山 本 町 52 30 1 1 1 3 .3 0 0

花S J .h .0 軒 花 園 5 丁 ァ8 90 28 6 0 6 0 6 0 3 .20 0

峠 花 園 6 丁 目 104 9~ 10 92 28 ~ 33 1 9 12 1 0 4 1 11 1 li l 15 2 5 .3 00- 6 .3 00 3 .20 0

中 尾 花 園 6 T B 116 0 4 1~ 42 .'0 2 0 : o 5 ,10 0~ 5 .60 0

池 田上 ノ 原 池 田 2 丁 目940 ~ 9 43 2 9 3 5 3 5 3 5 3 .20 0

上 岩 迫 池 田 2 T H 12 10 3 1 1 4 14 15 16 3 1 4 5 5 ′4 00 3 ,00 0~ 3 ,4 00

Ill O T 池 EB 2 丁 目15- 57 3 2- 33 : s 57 8 5 8 5 3 ,00 0~ 3 .6 00

井 草 の 下 池 田 2 丁 目999 - 107 1 3 6 ll l l 32 3? 43 6 .1 00 3 .80 0

.1 ォ 市 史 蝣I T H 36ご 2 8 3 6 3 6 36 3 ,20 0

半 田 城 山半 田町 17 4 1~ 42 5 4 5 4 5 4 4 .60 0 ~ 5 .3 00

八 幡 'M l '町 与10 5 1~ 52 54 5 4 76 7 6 1 30 2 3 .5 00 16 -70 0 ~ 18 .7 00

笛 田 御 幸 笛 田町 178 9 5 3~ 54 60 6 0 50 19 -40 0 ~ 2 0 ,000

高 格 高弟 町 26 2~ 2 69 3 0 6 6 6 3 .30 0

帯 山 S5 LU I T B 37 5 9 56 5 6 56 27 .80 0

拝 聖 席 清水 町 大 字 万 石 1~ 2 9 2 9 15 1 5 50 50 65 5 一3 00 3 .20 0

万 石 清 水町 大 字 万 石2 79 ~ 3 25 32~ 3 3 35 ; 5 6 56 5 ,4 00 ~ 5 ,6 00

亀 井 清 水亀 井 町 76 4 35 15 : o 3 5 12 12 47 5 ′7 08 3 .6 00

高 平 清 水町 大 字 高 平3 9 1 38- 4 1 96 78 17 4 1 74 7 一2 00 ~ 8 ,2 00 .

新 地 清 水 町大 字 新 地 19 17 37～ 元 64 1 16 18 0 155 18 3 48 38 6 56 6 6 .100 ~ 4 5 .00 0 4 ,4 00 ~ 35 ,00 0

北 上 上 甫 君臣町1 27 9 39 ~ 4 2 18 IS 16 2 6 42 60 6 .6 00 4 ,3 00 ~ 4 ,70 0

託 麻 西 原 2 丁 目4 ー1 .新 南都 町 33 41 ~ 4 3 72 1 2 12 96 24 24 13 ) 6 ,900 ~ 9 ,90 0 4 ,9 00 ~ 7 .00 0

弓 削 鴇 田 町 弓 削5 91 ~ S 93 28 5 5 5 3 ,2 0 0

堂 の 前 能 田 町 上立 田9 12- 5 36 56 56 5 6 4 .2 0 0

捕 楕 1 丁 目～ 5 丁 F 43 ～4 7 572 2 9 78 67 9 30 6 6 5 18 6 557 1 ,2 363 8 .50 0~ 11 .30 0 6 .4 0 0~ 9 .20 0

東 町 東 町 2- 17 48 15 0 150 6 0 60 : io 12 .00 0 9 ,5 0 0

武 蔵 ケ 丘 武 歳 ケ丘 2 丁 目40 48 8 0 8 0 8 0 14 .50 0M 5 .50 0

野 紹 L南 高 江 町2 23 3 4 9~ 5 2 28 0 28 0 1 58 1 58 4 38 19 .10 0~ 23 .5 00 1 4 ,6 0 0~ I7 .70 0

長 嶺 長 嶺 町 21 78 5 0~ 5 1 15 0 150 1 20 M 27 0 20 .50 0 1 4 .60 0~ 15 .5 00

琴 平 琴 平 本 町 4 5 3 3 0 30 5 5 55 8 5 27 .80 0 2 0 .90 0

真 横 西 長 嶺 町 23 31 5 3 6 0 60 6 0 27 ,50 0

81 II 高 江 町 12 50 - 3 0 5 4 55 5 5 5 5 2 1 .00 0

単 ・ n 高江 町 13 39 5 4 13 0 130 40 4 0 17 0 28 .00 0 2 1 .0【)0

大 窪 オ * "T -<;幸 1 甘 ごb 1 5 5~ 56 6 0 60 90 9 0 15 0 30 .00 0 2 2 ,00 0

野 田 野 田町 33 1- 1 5 5~ 56 6 0 60 79 7 9 13 9 30 .00 0 2 2 .00 0

田 辺 日迎 町 大 字 出 仲間 73 3 5 5~ 56 78 7 8 7 8 2 2 .00 0

H ' ア 尾 ノ上 l T 8 2 9 -19 5 6~ 57 55 55 55 5 5 1 10 32 .0 00 2 4 .00 0

小 島 」!- サ K H 5 31 5 6~ 57 :o 2 0 40 4 0 6 0 32 .0 00 2 4 .0 00

上 ノ 窪 鞄 田町 弓 削 16 02 5 6- 57 25 : s 69 6 9 9 4 32 ,0 00 2 4 ,0 00

上 ノ 細 上 ノ郡 町 47 1 57 55 5 6 :o : o 7 6 32 .0 00 2 4 .0 00

薪 甫 希 新 南 爵町 5 12 57 15 1 5 17 17 32 32 .0 00 24 .0 00

戸 島 戸 島 町3 17 3 -3 178 57~ 58 45 4 5 90 9 0 1 35 34 .0 00 26 .0 00

ォ 8 1 甫 高t E町 2 737 57 ~ 58 5 1 5 24 2 4 39 3 4.0 00 26 .0 00

大 江 大 江 4 丁 目15 -3 7 53 20 : o 20 3 7,0 00

東 尾 ノ 上 鳥 ノ 上 2 丁 目24 58 34 4 3 8 38 3 7,0 00

T d S 下 軸 帯 蝣u s 58 ~ 5 9 105 10 5 165 1 65 2 70 3 3,4 00 ~ 3 3 .7 0 0 25 .0 0 0

東 町 桜 東 町 4I 5 59 - 6 0 100 10 0 9 0 90 1 90 3 9一0 00 ~ 3 9 一40 0 29 .5 0 0~ 30 .00 0

佐 土 原 健 軍 町 417 5- 1 59 : o :o 17 17 岳7 3 9 .0 00 29 .00 【)

B A 南 高 江 町 273 7 59 5 0 so 4 0 40 90 3 9 ,000 29 ,00 0

7- . 舟 W 1 5 10 60 ~ 6 1 5 0 50 5 6 5(; 106 3 6 ,8 00 ~ 3 7 .30 0 23 一00 0~ 28 ,5 00

月 出 佐 軍 町 248 4 -6 0 60 ~ 61 8 0 8 0 10 5 105 185 3 9 .400 3 0 .00 0

凄 北 .東 町 4 -20 6 1 5 0 50 50 4 0 ,000

灰 塚 健 耳 町 21 84 -2 6 1 4 5 45 ; o 20 65 35 .00 0 26 .90 0

池 上 池 上 町 52 4 6 1- 62 30 30 12 6 126 156 4 0 ,00 0 3 0 .00 0

摘 第 二 穐 田町 上 立 B 1305 -1 62 ~ 63 4 0 40 11 0 0 150 4 0 .00 0 3 0 .00 0

秋 津 秋 汚 町 秋 田 32 98- 2 6 2- 63 6 0 60 22 4 224 284 40 .00 0 3 0 .0 00

ア rt 斌 LlJ上 代 町 82 1 6 3 30 30 10 4 104 サ134 40 .00 0 3 0 一0 00

琴 平 弟 = 琴 平 2 丁 目3 6 3 24 24 4 0 4 0 64 12 .000 3 1 .0 00

井 芹 IE D 2 丁 目 . う丁 日 6 3 :o 20 8 4 8 4 104 42 .00 0 3 1 .0 00

臭 古 閑 奥 古 間町 43 75 38 12 1 2 12 4 .0 00

銭 殖 ォ ォ I]9 57ー1 33 8 8 8 6 .0 00

温 泉 河 内 町船 津 31 90 30 10 1 0 10 1 0 2 0 3 .2 0【) 2 .2 00

四 方 寄 四 方 等町 1 056 ー1 44 ~ 4 6 28 : s 2 3 2 3 5 1 8 .0 00- 9.0 00 7 -0 00 - 8 .00 0

計 1 36 3 .2 19 272 2 15 28 3 .8 7 0 47 3 2 ,9 58 蝣17 t. 25 8 4 .16 5 8 .03 5
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イ　特定日的住宅(第2種住宅)

田 地 名 所 在 地

建

設

午

皮

構 造 別 特 定 日 的 内 訳

寂 負
木

追

中

層

簡

耐

辛

価

耐

そ

の

他

汁

引

揚

普

低

K

餐

母

千

敬

良

身

韓

老

人

地
域
衣
*
向

峠 花 園 6 丁 目1049-1 28 18 18 18 460 円

井 境 の 下 池 田 2 丁 目1037 38 15 15 10 5 1.165 2,330

新 町 新 町 4 丁 目9.2 42 24 24 24 1 .200

半 白 城 山半 田町 17 41-~ 42 32 3: 28 4 1.100- 2 ,600

高 格 高格 町 220 25~ 36 10 1.0 6 4 400- 1.000

新 地 清 水町 大字 新地 1917 38 ～ 元 107 31 138 46 13 31 48 950- 31.000

若 美 若 尭 2 丁 目55 37- 40 159 159 159 1.200~ 13 .200

*
朱 町19~ 21
S ォ 3 T 1 7-16 -7- 22

38 - 42 16 2 162 162 1.200~ 8 .000

字 留 毛 黒 髪 6 丁 目511 44- 45 80 80 80 2 .200

楕 楕 l 丁 i ~ 5 丁 目 43- 46 40 16 24 80 45 15 10 10 1,900~ 5 .100

川 和 大 D= l 丁 1 35 47 80 80 80 4 .000

尾 ノ 上 尾 ノ上 1 丁 目1944 48 80 80 20 60 4 ,200

野 趣 甫 高江 町2233 49~ 52 82 82 38 9 18 17 6一500- 14 一000

本 山 本 山 1 丁 目ト 1 50 30 30 30 5.000~ 8 ,000

長 嶺 長嶺 町 2178 50~ 51 30 30 14 5 6 5 7,000~ 13 ,800

甫 熊 本 南熊 本 1 丁 目 9 52 2 1 21 21 1,000

本 荘 東 本 荘 2 丁 目l6 52 6 1 61 61 8,000

琴 平 琴平 本 町 4 53 36 36 20 5 6 5 10,000- 20 ,000

二 本 木 二本 木 4 丁 目 1 53 42 42 42 14.000

九 品寺 第 1 九 品寺 5 丁 目10 54 50 50 50 i.000

九 品寺 第 2 九 品専 5 丁 目14 54- 59 90 90 90 8,000

粟 ノ 内 高江 町 1339 54 30 30 9 9 6 6 10,500~ 21 .000

野 田 野 田町331ー1 55- 56 ll ll 2 7 2 22.000

萩 原 萩原 町 9 56~ 57 50 50 50 1,000

-h -' S 能 田町 弓削 1602 56~ 57 25 25 9 10 6 12.000~ 24 .000

新 南 部 新南 部町 512 57 18 18 6 6 6 24,000

t m 下南 部町 48 58 18 18 5 7 6 25,000

佐 土 原 健軍 町4175- 1 59 18 13 . 6 6 6 29,000

東 町 桜 東町 4ー5 60 10 10 2 3 5 29,500

月 出 健 筆 町2484-60 60 10 10 2 3 5 30.000

m ォ 薄鴇 BJ510 61 2 8 10 4 6 24.500~ 28 .500

tt l -h 池上 町 61 14 14 4 3 7 26.500

秋 津 秋 津 町秋 田3298ー2 62 18 18 6 6 6 26.500

上 代 城 山 上代 町821 63 16 16 6 5 5 30,000

井 芹 花 園 2 丁 目 . 5 丁 目 63 16 16 6 5 5 31.000

温 泉 河 内 町船 津3190 30 5 5 5 2,200

汁 48 1.416 79 24 22 1.589 29 258 119 613 142 156 272

(3)住宅使用料

ア　種別最高最低一覧
(単位　円)

∴ 木 造 中 層 耐 火 簡 耐 平 家 簡 耐 二 階

最 高 最 低 最 高 最 低 最 高 最 低 最 高 最 低

井 l 種 6 ,100 3,200 45 ,000 5 ,600 9 .000 5 ,600 9.800 6 ,300

第 2 種 4 ,300 2,200 35 ,000 7 ′900 1.000 3 ,000 7,400 5 ,100

特定 日的 2,330 400 31,000 1.200 3 ,700 950 4.600 2 ,300
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イ　入居者の基準収入及び割増賃料
(単位　円)

、蒜 」竺
基 . 準 収 入 収 入 超 過 基 準 額 割 増 賃 料 の 率

第 1 種 115 ,000 を超え 198 ,000 以下
198 ,000 を超え245 ,000 以 卜 0 .2倍
245 .000 を紹える場合 0 .4

第 2 種 115 ,000 以下
数 描 董糾 86 嬰溜 0 .3

0 .5
0 .8

ウ　収納状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成3年度)

区 分
樟 B IJ

調 定 額 収 入 済 額 未 収 額 収 納 率

井 l 種 9 12 ,85 8 ,8 70 円 X 84 3 ,6 3 0円 3 2 ,0 15 ,2 4 0円 96 .5

第 2 種 8 6 0 ,72 6 ,x2 70 8 05 ,58 7 ,8 3 0 5 5 , 13 8 ,4 4 0 93 .6

特 定 日 的 18 3 .47 7 ,5 50 167 ,22 4 ,0 8 5 16′25 3 ,4 6 5 9 1 .1

計 1′95 7 ,06 2 ,6 90 1′8 53 ,65 5 ′5 4 5 10 3 ,4 07 ,14 5 9 4 .7

過 年 度 17 7 ,27 8 ′8 80 6 6 ,67 4 ,19 0 1 10 ,6 04 ,6 9 0 3 7 .6

合 計 2 ,13 4′3 4 1 ,5 7 0 1 ,9 2 0 ,32 9 ,7 3 5 2 14 ,0 1 1 ,8 3 5 9 0 .0

家賃の収納率向上のため61年度より徴収員4名を雇い収納率アップにつとめている。また悪質な滞納者に

対しては法的措置(支払命令・明渡訴訟)をとっている

(4)住宅かさ上げ資金貸付制度(昭52.4.22施行)

目　的

水害のおそれがある住宅に居住する者に対し、その住宅のかさ上げに必要な資金を貸付け、居住の安全を図る。

貸付金及び利率

貸付金は150万円を限度とし、年利3%で償還期限は10年以内とする。

呂[eHH　囲

区 分

年 度
貸 付 件 数 貸 付 金 額

62 5 件 6,000 千円

63 15 17 ,100

元 4 4′800

2 6 7 ,200

3 4 4′800

(5)住　宅　協　会

名　　　称　　　財団法人熊本市住宅協会

設立年月日　　　昭和31年7.月5日

目　　　的　　　住宅協会は、市内の住宅困窮者に対して必要な住宅を建設供給し、住宅不足の緩和に努め、

市民生活の向上発展に貢献することを目的とする

事　　業　　住宅及び附属厚生施設の建設並びに賃貸、分譲

住宅等の建設に必要な土地の取得、造成、分譲

市営住宅の管理に関する事務の受託

その他必要と認められる事業

役　　　員　　　理事長　　市　長

(平4.6.1現在)　副理事長　助　役、建設局長

常務理事　住宅部長

理　　事　市議会議員　5名

都市局長、建設局付参事、総務部長、土木部長、計画部長、

開発部長、下水道部長、住宅部付参事

監　　事　収入役、総務局長

基　本　金　1,000千円(市出資金)
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事業実施状況　　　賃貸住宅の管理(管理戸数192戸)、宅地分譲、市営住宅の管理受託業務を行っている。

7　道　　　路

(1)市域内道路
(平4.4.1現在)

種 別
舗 装 道 砂 利 道 汁 舗 装 率

延 長 面 積 ffi 面 積 延 長 両 横 延 長 . 面 積

国 道 m rrf m m m rrl % ¥
5 1 .98 5 "0 6 .43 3 0 0 5 1 ,9 85 7 06 ,4 3 3 10 0 100

国 の 管 理 4 4 ,23 5 6 0 5 ,56 6 0 0 4 4 ,2 35 6 05 ,5 6 6 10 0 100

L3 ,r>管 理 .75 0 10 0 .86 7 0 0 7 ,7 50 100 ,8 6 7 10 0 10 0

県 道 25 2 .5 16 1 ,7 7 4 ,27 7 7 16 2 ,5 70 25 3 ,2 32 1 ,7 76 ′8 4 7 9 9 .7 9 9 .9

主 要 地 方 道 6 1 ,4 13 5 8 8 ,23 1 0 0 6 1 ,4 13 5 88 ,23 1 10 0 100

一 般 県 道 19 1′10 3 1 ,18 6 ,04 6 7 16 2 ,5 70 1 9 1 ,8 19 1 .188 .6 16 9 9 .6 99 .8

市 道 1 ,5 3 3 ,9 74 6 ,16 6′80 2 、 3 0 8 .40 9 49 3 ,0 94 1 ,84 2 ,3 83 6 ,6 59 ′8 9 6 8 3 .2 6 92 .60

道 路 1′5 2 4′49 1 6 ,1 16′39 5 3 0 8′20 4 49 2 ,6 19 1 ,83 2 ,6 95 6 ,6 09 .01 4 8 3 .18 92 .55

橋 梁 9 ,48 3 5 0 ,40 7 20 5 4 75 9 ,6 88 50 .8 8 2 9 7 .8 8 99 .07

(注)　3年度末現在における認定供用開始分　面積は車道面摸(旧飽託4町を除く)

(2)市　　道

ア　概　　要

九州の中央部に位置する本市は、九州の交通網の中心として要衝的位置にあり、市域内の道路は、国道

3号線を縦軸に、 57号線を横軸として387号線、 445号線並びに県道34路線が主要幹線道路として放射線状

に走っている。

これらを補完して路線数8,445本、実延長2,253,840mの市道が市内を網羅している.

市道の整備状況についてみると、市域内の国道及び県道の舗装率は、ほぼ100%舗装されているが、市道

についても延長率で1.79%、面積率で92.79%と舗装も進んできている.

なお、道路幅見4 m以上の舗装については、ほぼ100%完成しており、今後は新規認定の市道及び生活道

路などを含む4 m未満の道路についても積極的に整備を図っていく所存である.

また、私道等についても、昭和52年度から私道等整備補助金制度を設け、舗装、排水施設等の改良、防

護柵の設置を対象に補助金を交付し、住民の生活環境整備を図っている。

イ　推　　移

種別

年度

舗 装 道 砂 利 道 汁 舗 装 率 側溝延長

g 面 積 a ft 面 横 延 長 面 延 長 面 横 累 計

62
nー nt m n1 m rrf .. .. m

1,433,603 5′744,686 339 ,278 549 .857 1 ,772 ,881 6′294 ,543 80.86 91.26 1,488,119

'63 1,477 ,842 5,953 ,056 334 ,000 533 .250 1′811,842 6,486 ,306 81.57 91.78 1′540,008

元 1.500 .5-18 6,036,556 321 ,570 512 ,945 1′822 ,118 6′549 ,501 82.35 92.17 1,558 ,718

2 1.870 ,347 7,430,213 348 ,163 582 ,294 2′218 ,510 8,022 ,507 84.31 92.62 1,589,489

3 1,910.943 7′578 ,127 342,897 588 ,656 2 ,253 ,840 8′166 ,783 84.79 92.79 1,608 ,475

(注)面帯は車道面積
側溝延長は旧飽託4町分を除く延長
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ウ　幅　員　別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平4.4.1現在)
由 貞

種 別
8 .5 m 以 上 8 .5 ~ 6 .5 1.5 ~ 4 .5 4 .5 ~ 2 .5 2 .5 ~ 1 .5 1 .5 未 満 計

延 長 (m ) 15 0 ,9 00 .9 1 76 ′02 6 .9 6 97 .3 9 7 .1 9 0 9 ,0 16 .8 2 34 ′5 6 7 .2 73 ,53 5 .5 2 ′24 1 ′4 4 4 .4

面 積 (irf ) 1 ,9 96 ,5 7 8 1 ,2 97 .74 7 3 ′7 55 ,07 5 3 ,2 94 ,103 4 70 ,30 6 7 3 ,56 1 10 ,8 87 ,37 0

(注)面積は道路部面積　橋梁は除く

エ　市道の認定と廃止

年 度

区分

元 2 3

本 数 延 長 面 積 本 数 延 長 面 積 本 数 延 長 面 横

認 定 8 4
m rri

5 4
m n t

4 8
孤 rrf

15 ,226 .9 102 ′8 7 4 .4 10 ,0 6 4 .4 45 ,7 8 0 .45 9 ,92 6 .5 73 ,15 2 .5 5

廃 止 2 4 6 ,3 56 .5 30 ′16 0 .9 18 5 ,0 8 9 .3 23 ,7 67 .27 2 15 6 .3 64 4 .3

路線や

変 更

変 更 前

6
1 ,462 .8 7 ′3 2 2 .5

7
1′4 6 3 .0 6 ,5 53 .5

2
3 ,90 0 .6 30 ,8 7 1 .2

変 更 後 1 ,035 .2 7 ,4 0 9 .7 1 ,3 7 1 .3 6 ,6 22 .6 4 ,43 2 .1 39 ,00 0 .4

オ　道路認定基準

道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道として路線の認定を受けようとする道路(以下

「認定対象道路」という)は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合するものであるとともに、次の各号

に掲げる要件を具備するもので、現在及び将来の交通量並びに経済効果を勘案のうえ、道路管理者が認めたも

のでなければならない。

①　認定対象道路は、第5号に該当する場合を除き、その一端は常に法第3条に定める道路に接し、他の一

端は同法同条に定める道路または里道に接し、かつ認定対象道路が接することとなる一端の道路は、 2.7

m以上の幅員を有すること

②　認定対象道路の幅員は、 4m以上であること。ただし認定対象道路が、開拓道路である場合においては、

その幅員は、 3.6m以上であれば足りるものとする

③　認定対象道路の縦断勾配は、 9%以下であること。ただし地形上やむを得ないと認められる場合におい

ては、これを12%以下とすることができる

④　認定対象道路が階段道路である場合においては、その形状が緊急の際の避難用通路又は歩行者のための

連絡用通路として、通行上の安全に支障がないと認められるものであること

⑤　認定対象道路が袋路道路である場合においては、当該道路が次に掲げるもののいずれかに該当するもの

であること

(ア)公園、学校その他公共施設に通ずる道路で、道路管理者がその認定の必要を認めたもの

(4)道路の延長が、 70m以上あるもので、自動車の回転広場を有し、かつ、その沿線に当該道路を利用す

るおおむね10戸以上の集落が存在すること

力　私道等の整備補助(昭52.4.10施行、平2.4.1改正)

一般交通の用に供している私道等の整備及び補修(舗装・側溝等排水施設・防護棚工事)工事を行う者に対

して補助金を交付し、もって市民の生活環境の改善を図る。

(∋　交付対象

ア　整備工事

○現に一般交通の用に供していること
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○幅員が2m以上あること.ただし市長が特に認めたものについてはこの限りでない

○私道等に接する家屋の戸数が概ね3戸以上あり、かつ土地が複数の者により所有されていること.ただ

し、両端が公道に接続した地域内のもので、当該地域団体の費用によって整備されるもののうち、市長

が特に認めるものについてはこの限りでない

○敷地のすべての地権者の文書による承諾を得ていること

○家屋が連たんしており、かつ、連たん後3年以上経過していること

○経端に公共施設がある私道等については市長が特に必要と認めるもの

イ　補修工事

○整備及び補修工事施行後10年を経過していること

○補修工事に係る部分が各条件に該当すること

○経端に公共施設がある私道等については市長が特に必要と認めるもの

②　補助金の額

ア市長が定める補助基準により算出した工事費に75%(里道等その敷地が公有地であるものについては

90%)を乗じて得た額

ただし、その額が250万円を超えるときは250万円とし、 10万円未満のときは補助金は交付しない

イ市長は整備及び補修工事を行う者のうち、地元労力によるコソクリート舗装工事を行う者には、補助金

に代えて当該補助金の限度内において生コンクリートを支給できる

整備補助状況

牛 革 件 数 側 再 延 長 舗 装 面 積 防 護 柵 補 助 額

62 7 2
m n i m 千 円

3 ,0 92 .9 18 ,8 36 4 1 .0 6 9 ,8 6 7

63 6 7 2 , 102 .2 2 1 ,13 4 5 .5 68 ,98 8

元 7 0 2′5 35 .6 14 .12 6 0 .0 5 8 ,75 1

2 7 3 2′7 29 .5 17 ,2 11 20 .0 7 9 ,2 58

3 8 5 3 ,4 56 .0 17 ,4 3 0 25 .0 9 4 ,18 1

キ　道路管理状況

業務の内容 年度 62 6 3 元 2 3

∴道路貨界立会
件 件 件 件 件

1′7 95 1′7 16 1 ,80 2 1,68 8 1 ,3 19

道路境界承認 2 16 243 32 5 36 2 20 9

般

管

市道 の証明 11 1 102 12 1 8 4 10 2

道路工事承認(24粂) 174 173 19 8 2 44 20 1

公有土地許可申請 65 12 3 14 3 13 5 9 3

理
開発行為の同意 137 17 9 18 6 17 4 178

道路 の認定廃止 20 1 10 9 114 7 9 5 0

計 2 ,69 9 2 ,64 5 2 ,8 2 ,7 66 2 .152

占

用

-占用許可申請 1 ,398 6 07 8 93 8 89 1 ,0 53

占用料金の徴収 1 ,00 8 9 49 9 03 8 87 1 ,157
(14 0 ,6 62 , 12 6円) ( 17 1 ,76 1′07 1円) ( 197′67 3′55 0円) (199 ,82 5 ,349円) (2 13 ,50 4 ,243円)

関 道路抱削許可 3 .48 1 3 ,8 36 3 ,5 39 3′38 1 2 ,6 52

係 道路交通制限 2 .8 28 3 ,3 26 3 ,109 3 ,210 2 ,9 33

計 8 ,7 15 8 ,7 18 8 ,444 8 ,367 7 ,7 95

-258-



8　治　　　　　水

熊本市の水害は、白川、加勢川、坪井川等の氾濫に代表され、特に、昭和28年の大水害を契機に、主要河川の

本格的な改修事業が着手された。

その後、昭和55年の洪水により、白川や坪井川は、 「激甚災害対策特別緊急事業」として採択され、その改修が

更に促進されつつある。

本市においても昭和47年より健軍)II、藻器城川、万石川、麹川等、被災頻度の高い流域をもつ河川を「都市小

河川整腐事業」として国の採択をうけ、天明新川等も準用河川として鋭意、河川改修をすすめている.

排水路の整備については、昭和52年度から特に浸水頻度の多い地区20カ所を選定し、 「特別排水路事業」として

重点的にその解消を図っている。

市街地の周辺部ま、都市化が急速に進展し住宅地や商業地が拡大しつつあり、田畑や山林等の自然の保水、進

水機能が減少し、又、溜池等の貯水機能が失われつつあり、その結果、いわゆる「都市型水害」が局部的に発生

している.

このため本市の治水行政は、河道改修を基本とし、更に、治水環境の保全に努めながら総合的治水対策を進め

ana

(1)河川の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平4.4.1現在)

河 川 名 級 別 川 幅 計 画 高 水 位 露 路 延 豊 露 域 面 凄 地 占

白 川 1
m

2 16ー0
m

7 .6 89
km

26 .1
kd

13 .8 2 城山半田町 (八城橋下)

坪 井 川 2 25 .0 10 .5 79 18 .5 34 .0 0 手取本町 (厩橋下)

# 蝣JT H I 2 31 .5 8 .3 15 7 .0 15 .0 0 横手町 (四方池橋下)

松 尾 川 普通〔砂 防〕 〔(4 .0)〕 - 3 .3 2 .8 3 松尾町 (皆代橋下)

天明新川 1 (.* ) 〔(1 5 .0 )〕(13 .4 ) a .i 9 .4 (2 .45 ) 13 .9 0 (5 .7 4) 八幡町 ( J R 鉄橋下)

加 勢 川 1 15 5 .0 6 .6 4 15 .D 33 .58 画図町大字下無田 (中 ノ瀬橋下)

木 部 川 1 ll .0 - 5 .0 2 .5 0 元主町 (さかば楕下)

m jii 1 25 5 .0 6 .2 9 1 .7 0 .2 9 簸川橋 の土手の堰の下

秋 津 川 1 4 9 .0 7 .3 26 3 .1 6 .0 0 秋津町 (野間橋下)

藻器堀川
本 線 1 6 .5 1.3 3

8 .6
2 .8 0 水前寺公園鳥居前

保 田 援
放 水 路 1 16 .8 24 .7 5 5 .3 0 新南部町 (東海大学裏)

木 山 川 1 5 5 .0 7 .3 00 2 ,5 0 .6 0 秋津町 (間島橋下)

矢 形 川 1 59 .0 7 .1 03 - 0 .8 0 .2 0 秋津町 (矢形橋下)

近 津 川 普通〔砂防〕 〔(6 .0)〕 - 3 .3 1.6 0 松尾町大字近津 (鹿島神社前)

前 川 (・1 4 .0 (4 .0) 12 .35 ( 12 .3 5) 2 .5 (0 .75 ) 1.7 5 花園町 ( 1 号橋下)

小山田川 普 . 過 〔(2 .0)〕 - 2 .5 2 .0 0 麹川合流点

麹 川 2 〔砂 防〕 10 .4 9 .3 03 3 .0 3 . 10 島崎町 (麹川 1 号橋下)

健 軍 川 1 ll .6 7 .5 0 ll .0 14 .6 0 神水本町 (第 2 湖東橋下)

万 石 川 2 〔砂 防〕 9 .4 15 .9 86 1 .8 1.9 1 清水亀井町 (清水橋下)

S 1 〔(4 .2)〕 - 1 .5 1.58 東野 4 丁 目 (鷺 2 号橋下)

荒 谷 川 普通〔砂 防〕 〔(3 .5)〕 - 3 .1 1.6 5 松尾川合流点

平 川 普通〔砂 防〕 9 .0 6 .5 60 1 .5 1.5 0 井芹川合流点

谷尾崎川 (準 )〔砂 防〕 〔(6 .3)〕(ll .2) 3 .5 00 3 .4 (0 .95 ) 2 .5 0 井芹川合流点

成道寺川 普 通 〔(3 .8 )〕 - 2 .48 1.37 井芹川合流点

泥 川 普 通 〔(5 .5)〕 I 2 .35 2 .3 0 坪井 6 丁 目 (熊本中央 自動車学 校前)

兎 谷 川 2 〔砂 防〕 5 .0 19 .6 71 1 .65 1.7 0 清水町大字万石 (万石 2 号橋 下)

(荏)　(  )は準用河川指定区域〔( )〕は現況幅員〔　〕は砂防指定区域
4総合支所管内については現在調査中
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(2)　特別排水路

市民から都市排水について問題提起が多いことから、昭和51年度に行った市域(市街化区域)の現況調査

資料をもとに、都市小河川(1、 2級河川)、準用河川、都市下水路および農業用排水路以外の排水施設とし

て、新たに「特別排水路整備事業」を推進している。

特別排水路整備事業は、現在そのまま放置できないかなり広範囲な排水不良地区を対象として昭和52年度

から整備を行っているものである.

7　対象水路　花園、託麻、帯山、坪井、上熊本、長嶺、日向崎、高江、佐土原、春日、壷川、新大江、檎

木、麻生田、田井島、水前寺、田辺、 (東水前寺)、 〔渡鹿、龍田〕計20本

( )は整備未着手、 〔 〕は完了済を示す

イ　整備状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平4.3.31現在)

区 分 全 体 計 画 整 備 済 進 捗 率

延 長 (m ) 4 0 ,0 60 25 ,69 2 64 .1 %

事 業 費 (千 円) 10 ,98 5 ,8 84 5 ,3 9 1 ,36 0

(3) ;量水解消対策事業

市民の生命、財産等を水害から守るため、過去の水害歴等を調査・原因分析することにより、市域の浸水

頻度の高い箇所を選定し、その軽減、解消を図るため年次計画で整備を進めている。

主な事業　河道拡幅、雨水貯留浸透施設、排水機場施設等の設置

(4)雨水流出抑制対策

浸水の主な原因は、河川、用排水路等が未整備な段階で市域の開発が急速に行われたため、保水、遊水機

能が減少し、これが起因となって流出量が増大、水路が氾濫することによるものである.

このため、市域における宅地開発時の排水施設の整備及び雨水処理対策として、調整池、透水性舗装、浸

透桝等の設置を指導している。
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